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i n f o r m a t i o n

花
一
杯
地
域
公
共
景
観
賞
募
集

　

沖
縄
の
主
要
観
光
道
路
沿
い
や
地
域
の

「
公
共
地
等
」
に
植
栽
を
行
っ
て
い
る
取
り

組
み
に
対
し
、「
地
域
公
共
景
観
賞
」
の
顕

彰
を
行
い
ま
す
。「
公
共
地
等
」
と
は
、
道

路
の
植
栽
地
・
道
路
沿
い
の
空
き
地
・
畑
等

で
地
主
の
承
諾
を
得
た
場
所
と
し
ま
す
。

【
対
象
】
地
域
の
公
共
地
等
に
植
栽
を
行
っ

　

て
い
る
団
体
や
個
人

【
申
込
方
法
】
応
募
用
紙
は
Ｈ
Ｐ
（http://

taibei.jp

）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

【
申
込
期
限
】
平
成
23
年
２
月
18
日
（
金
）

こ
ど
も
寺
子
屋
及
び
囲
碁
教
室
の
受
講

者
募
集

●
こ
ど
も
寺
子
屋
「
算
数
教
室
」

　

科
学
す
る
力
は
計
算
力
か
ら
ス
タ
ー
ト
で

す
。
ゲ
ー
ム
感
覚
で
数
字
の
お
も
し
ろ
さ
を

体
験
し
よ
う
。

【
対
象
者
】
小
学
生
・
中
学
生

【
日
時
】
毎
月
第
２
・
4
土
曜
日 

午
後
2
時

〜　

3
時
（
費
用 

月
１,
０
０
０
円
）

●
囲
碁
教
室

〜
最
高
の
脳
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
〜

【
対
象
者
】
初
心
者

【
日
時
】
毎
月
第
２
・
第
4
土
曜
日 

午
後
4 

時
〜
5
時
30
分
（
費
用 

月
１,
０
０
０
円
）

【
場
所
】
う
る
ま
市
字
川
崎
４
６
８
番
地

　

い
ち
ゅ
い
具
志
川
じ
ん
ぶ
ん
館

お
知
ら
せ

農
家
（
農
業
従
事
者
）
の
皆
様
へ

　

農
業
委
員
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
は
、
毎

年
選
挙
人
名
簿
に
登
録
し
な
け
れ
ば
原
則
と

し
て
そ
の
権
利
を
行
使
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

次
の
と
お
り
登
録
申
請
の
手
続
き
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

【
選
挙
権
】
次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
者

●
う
る
ま
市
に
住
所
を
有
す
る
者

●
年
齢
が
満
20
歳
以
上
の
者

●
10
ア
ー
ル
（
約
３
０
０
坪
）
以
上
の
農
地  

　

に
つ
い
て
耕
作
の
業
務
を
営
む
者
（
同
居

　

の
親
族
ま
た
は
配
偶
者
で
年
間
60
日
以
上

　

農
業
に
従
事
す
る
者
を
含
む
。
）

【
申
請
手
続
】
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

　

の
上
、
農
業
委
員
会
ま
た
は
選
挙
管
理
委

　

員
会
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

【
申
請
期
間
】
平
成
23
年
１
月
４
日
〜

　

１
月
10
日

※
申
請
用
紙
は
、
各
自
治
会
事
務
所
、
農
業

　

委
員
会
及
び
選
挙
管
理
委
員
会
に
準
備
し

　

て
あ
り
ま
す
。

アナログ放送終了まで
あとわずか
国及び沖縄県の地デジ支援
をご存知ですか？
　国（総務省）の支援
■地上デジタル放送を受信するための簡易
　なチューナーの無償給付等の支援について
　総務省では、経済的な理由等で地上アナログ放
送から地上デジタル放送に移行することが難しい
世帯に対し、簡易なチューナー（１台）の無償給
付等の支援を実施しています。

【とき】12 月 28 日（消印有効）
【申請方法】郵送による申込
【対象】

①生活保護などの公的扶助を受けている世帯

②障がい者がいる世帯で、かつ世帯全員が市

　町村民税非課税の措置を受けている世帯

③社会福祉施設に入居し、自らテレビを持ち

　込んでいる世帯

※上記の世帯の中でＮＨＫの受信料が全額
　免除されている世帯が対象です。

沖縄県の支援
■沖縄県地上デジタル放送受信者支援事業
　（広報キャラバン）について
　沖縄県では、2011 年７月 24 日の地上デジタル
放送完全移行に向けて、地デジ機器の購入費用と
して最大 12,000 円を補助します。期間中、相談窓
口を常設し、同事業に関する相談、申請書記入の
サポート等を行います。

【とき】平成 23 年３月３１日まで
【ところ】うるま市役所本庁１階 
　　　　  市民ロビー

【対象】
①沖縄県在住世帯
②現在、世帯全員が市町村民税非課税の措置
　を受けている世帯
③平成 21 年 12 月１日以降に初めて対象機器
　を購入した世帯
④受信機等の購入などが、領収書等により確
　認できること
⑤総務省が実施する地上デジタル放送受信器
　購入等支援事業の支援を受けられない世帯
　であること

【申請方法】郵送による申込　　　　　　

お問い合わせ　情報課　☎ 973-5204
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